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独立行政法人北方領土問題対策協会第４期中期計画 新旧対照表（関係部分） 

   

第４期中期計画変更案 第４期中期計画 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

（１）業務の見直し 

   本中期目標期間初年度において、国民世論の啓発を中心

に、中期目標の指標等において行うこととされている業務

も含めた事業の有効性、費用対効果についての検証を行

う。検証結果に基づき、既存事業の廃止、新規事業の創設、

職員の関与の合理化を含む改善・効率化の徹底を図るとと

もに、各事業のＰＤＣＡサイクルを毎年度実効的に機能さ

せるよう努める。業務の見直しを踏まえ、各年度計画等に

おいて適切に業務の具体化を図っていく。 

   委託事業については、実施内容やその効果検証に主体的

に関与するとともに、助成事業については、所期の目的が

達成されているか等の観点からの事後的な確認を着実に

行う。 

 

（２）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

運営費交付金を充当する業務について、業務の効率化を

進めることなどにより、一般管理費（人件費及び一時経費

を除く。）は、本中期目標期間最終年度における当該経費
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の総額を、前中期目標期間最終年度に対して、７％削減す

る。また、業務経費（特殊要因に基づく経費、一時経費及

び四島交流等事業に要する傭船・運航に係る経費を除く。）

については、毎年度、前年度比１％の経費の効率化を図る。 

 

（３）給与水準の適正化 

役職員の給与水準については、政府の方針を踏まえ、国

家公務員の給与水準を十分に考慮し、手当を含めた役員の

報酬、職員の給与の在り方について検証した上で適正化に

計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公

表する。 

また、職員の勤務成績を給与等に反映することにより、

職員の士気を向上させ、より効率的な業務運営を図る。 

 

（４）調達の合理化等 

公正かつ透明な調達手続による適切で迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日総務

大臣決定）に基づき策定した「調達等合理化計画」を着実

に実施する。契約は原則として一般競争入札等（競争入札

及び企画競争入札・公募をいい、競争性のない随意契約は

含まない。以下同じ。）によることとし、一般競争入札等

による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合に
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は、競争性、透明性が確保される方法により実施する。 

一者応札の縮減のため、十分な公告期間の確保や、新規

参入者を考慮した仕様書の見直しなどを図る。また、国民

世論の啓発等の事業の実施に係る調達に当たって、受託先

に対しても事業の目標設定を求める手法について検討し、

実施する。 

 

（５）財務内容の改善 

独立行政法人会計基準の改訂等により、運営費交付金の

会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされ

たことを踏まえ、引き続き、収益化単位の業務ごとに予算

と実績を管理する体制を強化する。 

財務内容等の透明性を確保し、協会の活動に対する理解

促進を図る観点から、決算情報・セグメント情報の公表の

充実を進める。 

更なる自己収入の確保のための方策について、具体的な

検討を行う。 

 

（６）内部統制の充実・強化 

法人としての説明責任を十分に果たすため、理事長等か

らの指揮命令系統や情報伝達・共有の仕組みなど意思決定

プロセスを明確化するとともに、文書主義の徹底を図る。 

業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる法令等の遵
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守、財務報告等の信頼性を確保する内部統制の充実・強化

のため、監事と内部統制推進部門との連携等による監事機

能の実効性の更なる向上や、前中期目標期間中に整備した

内部統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・検証を

通じた不断の見直しを図る。 

 

（７）デジタル化による業務運営の効率化 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）

にのっとり、情報システムの適切な整備及び管理を行うと

ともに、ＰＭＯ（ポートフォリオ・マネジメント・オフィ

ス）の設置等の体制整備を行う。また、情報システムにつ

いては、投資対効果を精査した上で整備する。 
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（新設） 


